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ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インクは、

下丸の組織を窓査 しました。

株式会社ヒューマネティクス・イノベーティプ・ソリューションズ・

名古屋テクニカルセンター

〒452-0908 愛タロ県清須市寺野え町 93

ここに木組織が、泳下の記知された国際狙格に基づき、縄定されたことを証します。

ISOrIEC 17025:2017

木認定により、尿下の分野において、関建する拠定範囲付属奮の技術的命L力 が確認されました。

寸法的枝工、質量・力・計登機器枝工、機械的枝工、考響的枝エ

(弁紳は付属書に記述)

迪谷性評価汚すブザに対する契定介格は、本薇定証内で奮及された住所のみを対象とし、関建する縄定範囲で特定された活壼ノザのみに運用されます。

本翼定は、上乳規格の記定を警テ:巳する契定ノ駄関の狙定に従って投与され、本クユ織はその規定を建守することをここに警約します。

初口記定ロ      アぇ(行 日        記定証有効期「R

2019年 7'r116口     2025年 2月 26口     2027年 3月 31 El

ン ヤパ ン

勢 体 ア史苛口

2026有i3月 3ロ

契定吝号

94011

認定証春子

L25■ 54‐Rl

トレーシー サーツェン
プレジデント

Perry Johnson Laboratory Accreditation,hc.(PJLA)

755 West Big Beaver Road,Suite 1325,Troy,Michigan 48084

この記定証の有ナ〃ザ性は、持ち`ヒされた記定に基づ く′ll錠審査を,こ してマli持 されています。

PJLAウ ェ ア サ イ ト (www ttl`lbS COnl)で ご単 報 い た だ け ます

肖、本宅な定紅は日本語$Ⅲl訳版であり、美丈の記定証を工式のものとします。
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認 定 証 付 癌 言
III PJLA

株式会社ヒューマネティクス・イノベーティブ 0ソ リューションズ
。ジャパン

名士屋テクニカルセンター
〒452-0908 愛知県清須市寺野え町 98
岩村 卑裁 Tel o52-401-7501

木拠定を、上乳紐織が実施する下丸の竜谷性評価滑茸力について掟与します。

校正分野 測定機器、数量又

はゲージ

範囲

(及び仕様)

拡張測定不確かさ (土 ) 使用された校正機器

及び参照標準

使用された校正測定方法又は手

)贋

フレンクス

コー ド

活動

場所

寸法的

校正

ス トリングポテン

ショメーター

0,78 1nm to

45 mm
0,0058m■ ymm+0.26 mm III‐ 170 ス トリングポテンショメーター

校正手順書
(CL‐PR-10016N(J))

Fl、  F3 F

寸法的

校正

リニアポテンショ

メーター

2.491■m to

72 mm
0,012 mm/mm+0,83 mm 180‐3881 ジニアポテンショメーター校正

手順書

(CL‐PR■ 0017N(J))

Fl、 F3 F

寸法的

校正

リニアポテンショ

メーター

8.4 1nm to

105 mm
0.027 mHymm+2.8mm 472‐4750Ⅲ R4 IRぃTRACC校 正手順書

(CL― PR■ 0020N(J))

Fl、 F3 F

寸法的

校正

チェス トポテンシ

ョメーター

■O mmto
90 mm

0.00601■■yml■ +0.54 inm 880995‐ 365 H3チェス トポテンショメーター

校正手順書

(CL―PR-10014N(J))

Fl、 F3 F

寸法的

校正

ロータリーポテン

ショメーター

-75° to 75° 0.007 7 deg/deg+1.2 dcg RP3670‐ 12/RP6790 ロータリーポテンショメーター

校正手順書

(CL―PR■ 0019N(J))

Fl、  F3 F

寸法的

校正

チル トセンサー ‐45° to 45° 0.002 4 deg/de8+0・ 22 deg IES3120 チル トセンサー校正手順書

(CL‐ PR■ 0036N(J))

Fl、 F3 F

2025年 2月 発行 本付属書は、認定証番号 L25 154 Rlの認定証を補足するものである。 2/5貢
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認 定 証 付 癌 彗
ハ

ん th PJLA

株式会社ヒューマネティクス。イノベーティプ・ソリューションズ。ジャパン

をす屋テクニカルセンター
〒452-0908 麦宍け県清須市寺野え町 93
渚対 卑裁 Tel o52-401-7501

木Ж定を、上記紐徹が実施する下乱の迪谷性評価渚多ノザについて掟与します。

校正分野 測定機

器、数

量又は

ゲージ

範囲

(及び仕様)

拡張測定不確かさ (土) 使用された校正機器

及び参照標準

使用された校正測定方法

又は手順

フレックス

コー ド

活動

場所

質量 力 ロー ド

セル

(Force)

200 1bfto 6000 1bf 0.002 2 1bf/1bf+13 1bf H10FMQ■ OK‐T ロー ドセル校正手順書

(CL‐ PR‐ 10012N(J))

Fl、  F3 F

機械的校正 ロー ド
セル

(MOmCnt
of Force)

200 1bf・ in to 6000 1bf・

ln

0,003 41bf・ in/1bfein+20 1bf・ in 1110FMQ■ OK―T ロー ドセル校正手順書

(CL‐ PR‐ 10012N(J))

Fl、  F3 F

質量・力・

計量機器校正

ロー ド

セル

(Force)

200 1bfto 10000 1bf 0.002 3 1bF/1bf→…23 1bf H10FMQ■ OK‐T ロー ドセル校正手順書

(CL―PR■ 0032N(J))

Fl、 F3 F

機械的校正 ロー ド
セル

(MOment
ofForce)

200 1bf・ in to 25000 1bf。

ln

0,005 6 1bF・ in/1bf・in+140
lbf・ in

H10FMQ-10K‐ T ロー ドセル校正手順書

(CLぃPR■ 0032N(J))

Fl、  F3 F

2025年 2月 発行 本付属書は、認定証番号 L25154-Rlの認定証を補足するものである。 3/5頁



認 定 証 付 癌 吉
PJLA

株式会社ヒューマネティクス。イノベーティプ。ソリューションズ。ジャパン

名士屋テクニカルセンター
〒452-0908 史知屎清須市寺野え町 98
岩村 卑裁 Tel o52-401-7501

本認定を、上乳組織が実施する下記の迪谷性評価渚動について捜与します。

校正分野 測定機器、数量

又はゲージ

範囲

(及び仕様)

拡張測定不確かさ (上) 使用された校正機器

及び参照標準

使用された校正測定方法

又は手順

フレンクス

コー ド

活動場所

音響的

校正

加速度計 電圧感度mv/(m/S2)

加速度計出力 ≧ 0.01mV

5 HzハΨ10 Hz 1.OO/。 (無単位 ) 353B17 SPEKTRAを用いた加速度
計校正手順

(CL‐PR… 10065N(J))

Fl、 F3 F

音響的

校正

加速度計 10 Hz-20]Iz 0.70%(無単位 ) 353B17 SPEKTRAを用いた加速度
計校正手順

(CL‐ PR-10065N(J))

Fl、 F3 F

音響的

校正

加速度計 20 Hz～ l kHz 0.500/O(無単位) 353B17 SPEKTRAを用いた加速度
計校正手順

(CL‐PR-10065N(J))

Fl、 F3 F

音響的

校正

加速度計 l kHz-5 kHz 0,70%(無単位) 353B17 SPEKTRAを 用いた加速度
計校正手順

(CL―PR■ 0065N(J))

Fl、  F3 F

音響的

校正

加速度計 5 1dJz-10k貶 1.5%(無単位) 353B17 SPIKTRAを 用いた加速度
計校正手順

(CL‐ PR■ 0065N(J))

Fl、  F3 F

音響的

校正

加速度計 10 1dlzハΨ15 kHz 2.OO/0(無 単位) 353B17 SPEKTRAを 用いた加速度
計校正手順

rCL―PR■ 0065N(J))

Fl、 F3 F

音響的

校正

加速度計 15 kHz-20k貶 3.00/。 (無単位) 353B17 SPEKTRAを 用いた加速度
計校正手順

(CL―PR■ 0065N(J))

Fl、 F3 F

2025年 2月 発行 本付属書は、認定証番号 L25 154 Rlの認定証を補足するものである。 4/5 頁



認 定 証 付 癌 書

1

PJLA

泳式会社ヒューマネティクス。イノベーティブ。ソリューションズ。ジャパン

を士屋テクニカルセンター
〒452-0908 尭知県清須市寺野え町 93
着村 卑裁 Teと o52-401-7501

本氣定を、上記組織が実施する下乱の竜谷性評価汚ヨカについて捜与します。

CMC(校正測定能力)は、校正される測定機器、数量又はゲージ、範囲、拡張測定不確かさ、校正機器及び参照標準、校正測定方法又は手順によつて示される。この認定範囲に記載されている校正

の拡張不確かさは、ほぼ理想的な条件下で、ほば理想的な測定機器を、おおよそ定期的に校正する際に、CABが達成可能な測定の最小不確かさを示している。これは通常、包含係数 k=2を用い

て 95%の信頼水準で表記される。CABが実施する特定の校正に関連する実際の測定の不確かさは、通常、同じ校正に対してこの認定範囲に含まれる測定の不確かさよりも大きくなる。これは、校正

される測定器の能力及び性能、並びに校正に関連する条件が、理想的な状態からある程度逸脱することが合理的に予想されるためである。

校正を認定する場合、校正機関の校正能力の範囲は校正を実施する際に用いる参照標準、標準物質等の最小値から最大値に起因される。従つて、校正範囲の最低下限は校正機関が入手できる最

低到達可能値でなければならない。標準がない場合、手順や方法によつて校正された0(ゼロ)の値を検証することによつて、"0点は校正ではない
"とする定義を除けば、校正方法は手順に起因する。

ただし、この場合、0点の校正が全くできないとする定義は成立しないこともある。

活動場所 (コードー活動場所 )

F…恒久的施設

4,フ レックスコー ド
FO‐ 固定スコープ項目 (*フ レキシブル認定対象外)
Fl― CABが、現在認定している測定機器の認定済の校正法に対して、新たに測定器、数量又はグージを導入する場合を対象とする。

F2‐ CABが試験・校正を行 う能力の範囲で、特定された認定済の基準又は手順の最新版 (Rev番号や発行日などの改訂識別情報を明記しないもの)を導入する場合を対象とする。
F3‐ CABが試験・校正を行 う能力の範囲で、特定されたものと同じ技術又は手法を用いて、認定済の貴社手順書に新たな改訂版 (Rcv番号や発行日などの改訂識別情報を明記しないも

の)を導入する場合を対象とする。
F4-認定範囲の項目で特定されたものと同じパラメータ、コンポーネント、又は分析物について、CABが試験・校正を行う能力の範囲で、特定された認定済の方法

(同一の校正機器又は参照標準を用いる)と 同等の妥当性が確認された方法を導入する場合を対象とする。

2025年 2月 発行 本付属書は、認定証番号 L25 154 Rlの 認定証を補足するものである。 5/5頁


